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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】令和2年4月9日(2020.4.9)

【公開番号】特開2019-7238(P2019-7238A)
【公開日】平成31年1月17日(2019.1.17)
【年通号数】公開・登録公報2019-002
【出願番号】特願2017-124280(P2017-124280)
【国際特許分類】
   Ｅ０４Ｄ  13/072    (2006.01)
   Ｅ０４Ｄ  13/15     (2006.01)
   Ｅ０４Ｄ  13/064    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０４Ｄ   13/072    ５０２Ｍ
   Ｅ０４Ｄ   13/15     　　　Ｇ
   Ｅ０４Ｄ   13/064    ５０２Ｇ

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月28日(2020.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　建築物の軒先に配設される軒樋が位置規制されて取り付けられる軒先構造であって、
　建築物の外装面に取り付けられる軒先唐草に、前記軒樋の軒先端と係合すると共に前記
軒樋の上面を覆うカバー材の建築物側が固定される被固定部、前記軒樋の建築物側を支持
する支持部の何れか一方又は両方が設けられていることを特徴とする軒先構造。
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